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9 月 17 日、本会の宮本欣貞会長をはじめ、三笠輝彦副会長、齋藤勝範副会長、野瀬康弘常務理事、

氏家孝志理事が会員を代表して香川県庁を訪れ、本県農業の持続的な発展と活力あふれる農村づく

りのため、県予算の確保等について要望活動を行った。 

県庁では、池田県知事をはじめ、農政水産部の幹部の方々に要望書を手渡し、農業所得を確保し農

業経営の安定を図るため、地域特性を生かした生産基盤整備や老朽化した農業水利施設の長寿命化

対策の推進に努めること。ため池の防災工事や統廃合等の計画的かつ集中的な整備と併せ、「ため池

サポートセンター」によるため池の管理状況の確認・指導等、ハード・ソフトの両面から総合的なた

め池の防災・減災対策の推進に努めること。土地改良区体制強化のため、合併や統廃合を含めた指導・

助言を行うとともに、農地や農業用施設の保全管理や農村の活性化に有効な「多面的機能支払制度」

の推進に努めること。農業土木技術者を確保するため、人材の育成が出来る環境の整備についてお願

いした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

要 望 書 
１． 地域の実情に即した農業農村整備事業の計画的な推進を図るため、建設資材価格や労務単

価の高騰に配慮したうえで、国の予算総額確保に向けて政府及び関係機関に対して働きか

けるとともに必要な県予算の確保に努めること。 

２． 農業所得を確保し農業経営の安定を図るため、地域特性を生かした生産基盤整備や老朽化

した農業水利施設の長寿命化対策の推進に努めること。 

３． ため池の防災工事や統廃合等の計画的かつ集中的な整備と併せ、「ため池サポートセンタ

ー」によるため池の管理状況の確認・指導等、ハード・ソフトの両面から総合的なため池

の防災・減災対策の推進に努めること。 

４． 土地改良区体制強化のため、合併や統廃合を含めた指導・助言を行うとともに、農地や農

業用施設の保全管理や農村の活性化に有効な「多面的機能支払制度」の推進に努めること。 

５． 農業土木技術者を確保するため、人材の育成が出来る環境を整備すること。 

香川県へ農業農村整備事業の推進について要望 

池田県知事に要望書の提出 

要望内容の説明状況 
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9 月 17 日、本会の宮本欣貞会長をはじめ、三笠輝彦副会長、齋藤勝範副会長、野瀬康弘常務理事

が会員を代表して香川県議会を訪れ、農業農村整備事業の計画的な推進を図るため、谷久浩一議長、 

氏家孝志副議長、山本悟史経済委員会委員長に対して要望書を手渡し、県予算の確保等について要望

活動を行った。 

特に、農業従事者の減少に伴い効率的な営農につながる生産基盤の構築のため、担い手への農地の

集積・集約化の推進や中山間地域特有の地形条件を考慮した基盤整備の支援・指導をお願いした。ま

た、老朽化が進行している農業水利施設の保全管理の強化が急務となっているため、連携管理保全計

画（水土里ビジョン）の策定支援や多面的機能支払制度の活動組織による農地や農業水利施設の末端

に至るまでの保全管理体制を活用しながら、これらの整備・保全の推進における支援等についてもお

願いをした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

香川県議会へ農業農村整備事業の推進について要望 

要望内容の説明状況 

谷久香川県議会議長に要請 



令和 7年 10月      香 川 の 土 地 改 良           第 778 号 
  

－ 4 － 

7 月 28 日から 29 日にかけて、中国四国土地改良事業団体連合会協議会の髙垣廣德会長(広島県土

連会長)をはじめ、中国四国各県土連の会長、副会長ら総勢 19 名は、令和 8 年度の国の予算編成時期

を控え、農林水産省、財務省、総務省、自由民主党などへ、令和 8 年度農業農村整備事業の予算編成

と事業制度等に関する要請活動を行った。 

農林水産省では渡邊毅農林水産事務次官、松本平農村振興局長、青山健治農村振興局次長、財務省

では加藤勝信財務大臣、総務省では古川直季総務大臣政務官、また自由民主党本部では森山裕幹事長、

進藤金日子全国水土里ネット会長会議顧問と面談し、提案書の提出、要請を行った。 

 また、今回は香川県選出国会議員の平井卓也衆議院議員、小川淳也衆議院議員にも直接提案書の提

出、要請を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提 案 事 項  

提案１ 食料・農業・農村基本計画の目標を実現するための農業農村整備関連施策の強化と予算

の確保 

提案２ 農業者の減少下においてコストの徹底的な低減を図るためのほ場整備事業の予算の確保 

提案３ 頻発化・激甚化する災害への対策の強化に向けた緊急自然災害防止対策事業等の延長 

提案４ 水利施設管理者等の減少で役割が増してきている土地改良区の運営基盤の強化 

提案５ 農業生産と不可分の維持活動を支える多面的機能支払交付金制度の予算確保と不断の

見直し 

中国四国土地改良事業団連合会協議会による要請活動 

加藤勝信財務大臣に提案書を提出 
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渡邉毅農林水産事務次官に提案書を提出 

青山健治農村振興局次長に提案を要請 松本平農村振興局長に提案書を提出 

古川直季総務大臣政務官に提案を要請 森山裕自由民主党幹事長に提案を要請 

進藤金日子全国水土里ネット会長会議顧問に提案書を提出 平井卓也衆議院議員に提案書を提出 
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8 月 29 日、農林水産省の令和 8 年度予算の概算要求が発表され、予算総額は、対前年度比 117.1％

の 2 兆 6,588 億円、このうち、公共事業費は 8,188 億円（対前年度比 117.5％）、非公共事業費は 1 兆

8,400 億円（対前年度比 116.9％）となっている。 

また、農林水産省予算のうち、農村振興局関係予算における公共事業費の農業農村整備は、対前年

度比 118.3％の 3,941 億円となっており、これに農地耕作条件改善事業等（非公共）と農山漁村地域

整備交付金（農業農村整備分）を合わせた農業農村整備事業関係予算は、対前年度比 118.3％の 5,281

億円と大幅な増額要求となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和 8 年度農林水産予算概算要求 

 
令和 7 年度 

当初予算額 

令和 8 年度 

概算要求額 
対前年度比 

 

農業農村整備事業〈公共〉 

農業農村整備事業〈非公共〉 

農地耕作条件改善事業 

農業水路等長寿命化・防災減災事業 

畑作等促進整備事業   

農山漁村振興交付金 

農山漁村地域整備交付金〈公共〉 

（農業農村整備分） 

 

億円 

３，３３１ 

 

 

５４８ 

 

 

  ５８４ 

 

億円 

 ３，９４１ 

 

 

   ６６２ 

 

 

６７８ 

       ％ 

１１８．３ 

 

 

１２０．９ 

 

 

１１６．０ 

計 ４，４６４   ５，２８１ １１８．３ 

（注)１ 計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。 
         

 

農業農村整備事業関係予算の概要 

区   分 
令和 7 年度 

予 算 額 

令和 8 年度 

要求・要望額 
対前年度比 

 

農林水産予算総額 

 

１．公共事業費 

 

  一般公共事業費 

 

 災害復旧等事業費 

 

 ２．非公共事業費 

億円 

２２，７０６ 

 

６，９６６ 

 

６，７８６ 

 

１８０ 

 

１５，７４１ 

億円 

２６，５８８ 

 

８，１８８ 

 

８，００８ 

 

  １８０ 

   

１８，４００ 

        ％ 

１１７．１ 

 

１１７．５ 

 

１１８．０ 

 

１００．０ 

 

１１６．９ 

（注) １ 金額は、関係ベース。 

        ２ 計数整理の結果、異動を生じることがある。 
        ３ 計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

 

総括表 
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農村振興局予算概算要求の重点事項（抜粋） 

１.農業の持続的な発展（農業生産基盤の整備・保全） 

①農業農村整備事業＜公共＞                      ３，９４１億円 

・スマート農業技術の導入に資する農地の大区画化、水田の汎用化・畑地化、農業水利施設の計

画的な更新・長寿命化、省エネ化・再エネ利用、省力化等による適切な保全管理、ため池の防災・

減災対策、田んぼダムの取組拡大等流域治水対策、農道、集落排水施設の整備等を推進 
 

②農地耕作条件改善事業                           ２１２億円 

・農地中間管理機構による農地の集積・集約化、麦・大豆や高収益作物への転換を推進するため、

機構による担い手への農地の集積・集約化が行われる地域等において、農地の区画拡大や排水改

良等を支援 
 

③農業水路等長寿命化・防災減災事業                      ３３８億円 

・農業生産活動の基盤となる農業水利施設の機能を安定的に発揮させるため、機動的・効率的な

長寿命化・防災減災対策を支援 
 

④畑作等促進整備事業                                    ２６億円 

・麦・大豆等の生産拡大を推進するため、畑作物・園芸作物が生産される地域を対象に、暗渠排

水等の基盤整備をきめ細かく機動的に支援  
 

⑤農山漁村地域整備交付金＜公共＞                                ８８４億円の内数 

・地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策に必要な交付

金を交付 
             

２.農村の振興（「しごと」「くらし」「活力」「土地利用」に着目した農村の振興） 

①農山漁村振興交付金                              ８６億円 

・農業農村において、地域内外の民間企業の参画促進等による関係人口の増加と、所得向上や雇

用創出、生活の利便性確保等を図る観点から、官民共創の促進による地域課題の解決、農泊・農

福連携・インバウンド食関連消費の拡大など地域資源を活用した付加価値の創出による「里業」

の推進、農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）の形成、棚田地域の振興、中山間地域等における農

用地保全、荒廃農地の解消、都市農業の振興等を総合的に推進 
     

３.多面的機能の発揮 

①多面的機能支払交付金                            ５００億円 

・農業の有する多面的機能の維持・発揮や地域全体で担い手を支えることを目的として、農業者

等で構成される活動組織が行う地域資源を適切に保全管理するための共同活動を支援 

 

②中山間地域等直接支払交付金                                         ２８５億円 

・中山間地域等における農業生産条件の不利を補正することで、棚田地域を含む中山間地域等で

の農業生産活動を継続して行う農業者等を支援 
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7 月 10 日、香川県社会福祉総合センターにおいて、  

香川県管理運営体制強化委員会を開催した。この体制強

化委員会は、土地改良区の円滑な管理運営を推進するた

め、施設・財務管理強化対策及び研修・人材育成、土地改

良事業に関する苦情・紛争等対策の内容についての検討

を行うことを目的として本会に設置されている。 

同委員会では、令和 7 年 4 月に施行された改正土地改

良法で位置付けられた土地改良区や市町村等の関係者が

共同して農業水利施設等の将来の保全体制を構築する

「水土里ビジョン」について、本年度は本県の実状を踏

まえたエリアで進めていくことを確認した。 

なお、下記協議事項については、すべて原案どおり承認された。 

 

7 月 10 日、香川県社会福祉総合センターにおいて、    

香川県受益農地管理強化委員会を開催した。この管理強化

委員会は、換地事務に関する指導並びに異議紛争の未然防

止・早期解決、また農地の効率的利用を図るため、本会に

設置されている。 

委員会では、換地及び農地の利用集積に係る諸課題につ

いて検討を行い、担い手の育成や規模拡大に向けた施策等

について協議した。 

なお、下記協議事項については、原案どおり承認された。 

報告事項 

（1）令和 6 年度香川県土地改良区体制強化事業実績 (施設･財務管理強化)について 

（2）土地改良区機能強化支援事業実施要綱・要領の制定について 

（3）土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱・要領の一部改正について 

（4）香川県管理運営体制強化委員会設置規程の一部改正について 

協議事項 

（1）令和 7 年度香川県土地改良区機能強化支援事業(施設･財務管理強化)実施計画（案）について 

（2）その他 

香 川 県 管 理 運 営 体 制 強 化 委 員 会 開 催 

川嶋中国四国農政局農村振興部 

土地改良管理課長による挨拶 

 

香 川 県 受 益 農 地 管 理 強 化 委 員 会 開 催 

野村高松法務局首席登記官による挨拶 

報告事項 

（1）令和 6 年度香川県土地改良区体制強化事業(受益農地管理強化)実績について 

（2）香川県受益農地管理強化委員会設置規程の一部改正について 

協議事項 

（1）令和 7 年度香川県土地改良区機能強化支援事業(受益農地管理強化)実施計画(案)について 

（2）その他 
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7 月 23 日、香川県社会福祉総合センターにおいて、令和 7

年度香川県農道整備事業連絡会を開催した。本連絡会は、農道

整備の一層の推進を図るため、農道管理の適切な運営を確保す

るとともに、事業の計画及び実施に関して総合的な調整を行う

ことを目的とし、毎年開催しているものである。議事にも挙げ

ている農道台帳作成に関しては、農道の造成及び管理の状況を

的確に把握し、適正な管理に資するためにも必要である。農道

台帳が整備され、一定要件農道に該当する農道では、普通交付

税算定における補正措置の指標としても用いられるものであ

ることから、農道台帳の整備は不可欠なものである。 

冒頭、本会の野瀬康弘常務理事から開会の挨拶があり、続いて、香川県農政水産部農村整備課の 

井上一夫課長より、「農村に人々が安心して住み、営農が続けられるよう、老朽化した農道等の強靭

化など農村を支えるインフラを確保する取り組みを推進していく必要があるので、定期的点検診断

はもとより、計画的かつ効率的な補修更新等による戦略的な農道の保全管理を徹底してほしい」と挨

拶があった。その後協議事項に移り、下記事項について協議した。 

 

 

 

 

 
 

8 月 8 日、香川県土地改良事業団体連合会会議室において、 

香川県管理運営体制強化委員会管理専門指導員会を開催した。

来賓に香川県農政水産部土地改良課の松平和也課長を迎え、各

土地改良事務所長をはじめ管理専門指導員の出席のもと、下記

事項について協議した。 

このうち、本年度の定期診断は、揚水機 41、排水機 12、樋（水）

門 8、畑かん 6、頭首工 23、水路 10 の合計 100 施設で実施する

ことなど、本年度の適正化事業実施計画について確認した。また、

診断結果の効率的な取りまとめ方法についても検討を行った。 

香川県管理運営体制強化委員会管理専門指導員会開催 

 

報告事項 

（1）土地改良区機能強化支援事業実施要綱・要領の制定について 

（2）土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱・要領の一部改正について 

（3）香川県管理運営体制強化委員会設置規程の一部改正について 

（4）令和 7 年度香川県土地改良区機能強化支援事業（施設・財務管理強化対策）実施計画について 

協議事項 

（1）令和 7 年度香川県土地改良区機能強化支援事業、施設の診断・管理指導・相談等運営計画（案） 

について 

（2）令和 7 年度土地改良施設維持管理適正化事業実施計画（案）について 

（3）その他 

 

 

松平香川県農政水産部土地改良課長

による挨拶 

協議事項 ・農道台帳の作成・管理について 

・農道整備事業について 

・水土里情報システムによる農道台帳の管理について 

香 川 県 農 道 整 備 事 業 連 絡 会 開 催 

井上香川県農政水産部農村整備課長 

による挨拶 
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8 月 29 日、三豊地区土地改良協議会主催による土地改良研修会が、観音寺グランドホテルにおい

て開催され、引き続き本会の土地改良相談を行った。 

土地改良研修会では、香川県西讃土地改良事務所の好井弘城指導課長から多面的機能支払の事務委

託を契機とした土地改良区の体制強化について説明があったほか、下記の内容で研修があった。土地

改良相談では、「河川設置のゴム引布製起伏堰修繕に係る補助事業について」、「土地改良事業団体連

合会による工事監督について」等の相談が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

西讃管内土地改良事業研修会及び土地改良相談開催 

研修会 

（1）管内農業農村整備事業の実施状況について（県営） 

      香川県西讃土地改良事務所  事業第二課 課長 香西達也 

（2）管内農業農村整備事業の実施状況について（団体営） 

      香川県西讃土地改良事務所  指導課 課長 好井弘城 

（3）多面的機能支払の事務委託を契機とした土地改良区の体制強化について 

香川県西讃土地改良事務所  指導課 課長 好井弘城 

（4）地域計画のブラッシュアップ・実行について 

香川県西讃農業改良普及センター  主席普及員 佐溝尚子  

（5）土地改良区関連の諸状況について～まとめ～ 

         香川県西讃土地改良事務所  総務課 課長 渡邊茂樹 

           

香川県西讃土地改良事務所 大山所長による挨拶 

香川県土地改良事業団体連合会 野瀬常務理事 

による挨拶 
土地改良相談の状況 

三豊地区土地改良協議会 齋藤会長による挨拶 
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9 月 5 日、中部地区土地改良協議会、高松市土地改良区連合会合同主催による土地改良周知会が高

松市のリーガホテルゼスト高松で開催され、引き続き本会の土地改良相談を実施した。 

土地改良周知会では、香川県東讃土地改良事務所の増田浩城指導課長から単独県費補助土地改良事

業の事務手続きのほか、下記の内容で研修が行われた。土地改良相談では、「水土里ビジョン策定に

よるメリットとデメリットや策定に伴う問題点等について」、「土地改良施設における突発事故の対

応について」等の相談が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

周知会 

（1）単独県費補助土地改良事業の事務手続きについて 

       香川県東讃土地改良事務所  指導課  課長  増田浩城 

（2）土地改良区の適正な運営について 

       香川県東讃土地改良事務所  総務課  課長  大山博之 

（3）地域計画策定の状況と今後の展開について   

香川県東讃農業改良普及センター   主席普及員  吉原孝雄 

   

 

中部地区土地改良協議会、高松市土地改良区連合会  
合同周知会及び土地改良相談開催 

高松市土地改良区連合会 山田会長による挨拶 

香川県東讃土地改良事務所 亀井所長による挨拶 香川県土地改良事業団体連合会 宮本会長による挨拶 

中部地区土地改良協議会 三笠会長による挨拶 
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8 月 3 日に香川用水記念公園において、水辺の納涼祭が開催された。

納涼祭は、「暑さを吹き飛ばし水の大切さを学ぶ 1 日」と題し、じゃぶ

じゃぶ池周辺で行われた人気の魚のすくいどりのほか、ウォータースラ

イダーやパネル展示、クイズラリー等、水と触れ合いながら楽しく遊ぶ

とともに、水の大切さも学べるイベントや園内の水の資料館では香川用

水誕生・讃岐の水物語の映像上映会が開催され大人も子供も楽しめるも

のであった。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 1 日～8 月 5 日に香川用水記念会館 1 階において、香川用水資

料館企画展を香川県土地改良課が開催した。この企画展は、毎年 8 月

上旬に開催しており、今年は、期間中に 163 名が来館した。 

水不足に悩まされた香川県の先人の歴史や水の大切さ、香川用水の

恩恵に対する認識を深めるため、香川用水歴史年表パネルの展示、香

川用水クイズ、ＤＶＤの上映を実施した。 

また、かがわの農業農村整備キャラクター「ため吉」や香川用水構

想を提唱した大久保諶之丞（おおくぼじんのじょう）のうちわの色付

けコーナーを設けるとともに、来館者には「ため吉」のピンバッチが

プレゼントされた。 

 

 

 

 

 

 

魚のすくいどり 

水風船キャッチ ウォータースライダー 

来場者プレゼントの 

「ため吉」ピンバッチ 



令和 7年 10月      香 川 の 土 地 改 良           第 778 号 
  

－ 13 － 

9 月 25 日、広島市の広島ガーデンパレスにおいて 

中国四国ブロック水土里ネット女性理事意見交換会が

開催された。 

冒頭、上田浩司広島県土地改良事業団体連合会副会

長・常務理事より開催の挨拶があり、続いて、山田美紀

中国四国農政局農村振興部長から祝辞が述べられた。 

その後、基調講演では室本隆司全国土地改良事業団体

連合会専務理事から土地改良区概論、土地改良をとりま

く情勢、土地改良団体における男女共同参画の意義につ

いての講演があった。 

続いて、道下和子農業委員会ウーマンネット会長より

農業委員会の男女共同参画の取り組みの事例紹介が行われた。 

最後に女性理事登用について有効な取り組み、女性が拓く農業農村の未来についての 2 つのテー

マでパネルディスカッションが行われた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

中国四国ブロック水土里ネット女性理事意見交換会開催 

意見交換会の様子 

パネルディスカッションの様子 

 

山田中国四国農政局農村振興部長による挨拶 上田広島県土地改良事業団体連合会 

副会長・常務理事による挨拶 

室本全国土地改良事業団体連合会専務理事 

による基調講演 
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9 月 1 日、香川用水記念会館１階多目的室において、

令和 7 年度香川県ふるさと・水と土保全対策推進委員会

が外部有識者 6 名、香川県農村整備課関係者 4 名参加の

もと開催された。本委員会は中山間地域等の活性化の推

進のため、農地や土地改良施設の有する多面的機能の発

揮や、集落共同活動の活発な展開をテーマに有識者で検

討する会で、これらのテーマについて検討が行われた。 

委員会では香川県農村整備課の井上一夫課長が開会

の挨拶を行い、本県農業農村の振興施策への協力のお礼

とともに、令和 7 年 4 月に閣議決定された国の農業・農

村基本計画、延長・改正された棚田地域振興法において、本委員会で検討している「棚田」の重要性

が一層高まっていることや、政府は米の需給逼迫の対応として中山間地域での米の生産力向上の方

針であることについて述べられた。 

続いて、会長である香川大学経済学部の西成典久教

授の進行により、下記の議案が審議された。まず、事

務局である農村整備課より、(1)令和 6 年度事業報告に

ついては、中山間地域資源保全対策調査事業における

ワークショップ・意見交換会等を通じての地域活性化

計画の策定、かがわの農村・ふるさと景観写真コンテ

ストの実績等について、(2)令和 7 年度事業計画につい

ては、写真コンテストに新たな賞を設けることや、保

全活動支援事業において新たな地区で棚田での活動に

取り組む等の説明が行われた。(3)ふるさと・水と土事

業実施計画については、令和 2 年度から 6 年度の 5 年間の目標に対する実績の報告及び令和 7 年度

から 11 年度の 5 年間の計画が説明された。 

上記説明を受けて委員からは、「活性化事例を意見交換会に参加していない地域にも情報共有する

方法の検討が必要」「米に関するニュースが取り上げられているが、これを機に棚田に関して何か新

しい動きはあるか」等の意見があった。 

農村整備課では「本事業実施地区のリーダーだけでなく他事業とも連携した形での情報共有に取り

組んでいるが、今後は本事業のホームページを拡充する形での掲載を検討したい」「米の増産にかか

る中山間地域への影響については、現時点では目に見

えて影響は見られないが、今後は企業等とのマッチン

グなどで関係人口を増やし、棚田の保全活動を推進

したいと考えている」とのことであった。 

 

 

 

 
 

議  案 

（1）令和 6 年度事業報告について 

（2）令和 7 年度事業計画について 

（3）ふるさと・水と土事業実施計画について 

（4）その他 

令和 7 年度香川県ふるさと・水と土保全対策推進委員会開催 

 

井上香川県農政水産部農村整備課長 

による挨拶 

西成香川大学経済学部教授による議事進行 

香川県農政水産部農村整備課による説明の様子 
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非補助農業基盤整備資金とは、土地改良区等が国からの補助を受けないで実施する土地改良事

業・生産基盤整備事業等に対して、日本政策金融公庫が農家負担の軽減を目的に、土地改良区等

に対し低利で融資する資金です。 

国の補助対象ではない事業（県又は市町単独補助事業）についても、融資の対象となります。 

■ 貸付対象者 
土地改良区、土地改良区連合（事業主体になる場合に限る）、農業協同組合、農業を営む者等 

■ 融資限度額 
複数年にわたる事業の場合、各年度とも土地改良区が当該年度に負担する額までとなってい

ます。（ただし、融資１件あたりの最低額は 50 万円となっています。） 
■ 金   利 

＊2.10％（令和 7 年 10 月 21 日現在：非補助事業） 
＊融資時の利率が最終償還まで適用される「固定金利」です。 
＊借入時の金利は、金融情勢により変動します。最新の金利は、最寄りの日本政策金融公庫・

農業協同組合にお問い合わせ下さい。 
■ 償 還 期 間 

最長 25 年（うち据置期間 10 年以内）の範囲で、施設の耐用年数等を考慮して決められます。 

■ 償 還 方 法 
元利金等償還、元金均等償還のいずれかを選択出来ます。 

 

（最新の利率は日本政策金融公庫農林水産事業融資課にご確認願います。） 

非補助農業基盤整備資金のご案内 

本会では、水路やため池等の土地改良施設への転落事故等

により管理責任を問われ、多額の損害賠償金が発生した場合

に備える「農業用施設賠償責任保険」を取り扱い、万一に備

えての保険加入を推進しています。不幸にして人が死傷した

り、他人の物を破損し、土地改良施設の管理等に瑕疵があっ

た場合、国家賠償法等に基づき施設管理者の責任が問われ、

支払うべき損害賠償額は高額となることがあります。 

令和 8 年度においても、従来から募集しています損保ジャ

パン（株）の賠償責任保険と東京海上日動火災保険（株）の

業務災害補償を取り扱うこといたしました。会員の皆様方に

おかれましては、是非農業用施設賠償責任保険にご加入いた

だきますようご案内申し上げます。 

  

 加入時期は 4 月及び 10 月の年 2 回としますので、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

農業用施設賠償責任保険のご案内 

会員数 81 会員（2 市 79 土地改良区） 

施設名 数 値 

ため池・貯水池 
2,024 ヶ所 

周囲 740.491 ㎞ 

農業用用排水路 1085.885 ㎞ 

農 道 216.307 ㎞ 

揚 水 機 場 17 ヶ所 

排水機場 4 ヶ所 

頭 首 工 29 ヶ所 

井 戸 8 ヶ所 

親 水 公 園 3 ヶ所（7.832 千㎡） 

（令和 7 年 10 月 1 日 現在） 
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令和７年度（令和８年４月採用） 

香川県土地改良事業団体連合会 職員採用(２次募集)・職員中途採用 試験案内 

【採用予定の職種】 

農業土木または土木の総合職 

【主な職務内容】 

農業農村整備事業に関する企画、調査、測量、設計、施工管理、地図情報処理、換地登記、 

複式簿記会計、会員支援等の業務 

【試験区分及び採用予定人員】            ※卒業見込みは令和８年３月に卒業見込みの者 

 Ｄ 区 分 Ｅ 区 分 

受 験 資 格 

（年齢３０歳まで） 

大学・短大・高専・専門学校・高校 

卒業、卒業見込み 

（年齢不問） 
  

実務経験の有無は問わない 

採用予定人員 ４名 ２名 
 

【募集期間】 令和７年１０月２０日（月）～令和７年１１月２８日（金） 

【試験の方法及び内容】 

書類選考 Ｅ区分のみ 

一次試験 令和７年１２月 ７ 日（日）９：００～１１：２０ 適性試験、小論文 

  二次試験 令和７年１２月２１日（日）［予定］面接試験 

【受験申込書の請求先】 香川県土地改良事業団体連合会 総務課 
 
 

 

 

開催月日 会  の  名  称 開催場所 

6 月 24 日 中国四国水土里ネット女性の会通常総会 岡 山 県 

7 月 10 日 令和 7 年度香川県管理運営体制強化委員会・令和 7 年度香川県受益農地管理強化委員会 高 松 市 

7 月 23 日 令和 7 年度香川県農道整備事業連絡会 高 松 市 

7 月 28 日 
  ～29 日 令和 7 年度中国四国土地改良事業団体連合会協議会要請活動 東 京 都 

8 月 8 日 令和７年度香川県管理運営体制強化委員会管理専門指導員会 高 松 市 

8 月 29 日 令和７年度西讃管内土地改良事業研修会及び土地改良相談 観音寺市 

9 月 1 日 令和 7 年度香川県ふるさと・水と土保全対策推進委員会 高 松 市 

9 月 3 日 

 ～ 4 日 
疎水フォーラム in 広桃用水 2025 群 馬 県 

9 月 4 日 香川県ため池保全管理協議会（検討部会） 高 松 市 

9 月 5 日 
令和７年度中部地区土地改良協議会・高松市土地改良区連合会合同周知会及び 
土地改良相談 

高 松 市 

9 月 13 日 矢延平六追悼法要 高 松 市 

9 月 14 日 新池神社神事例祭 高 松 市 

9 月 16 日 都道府県土地改良事業団体連合会・会員土地改良区事務責任者会議(WBE) 高 松 市 

9 月 17 日 香川県知事要望・香川県議会要望 高 松 市 

9 月 25 日 令和７年度中国四国ブロック女性理事意見交換会 広 島 県 

会 と 催 し 

詳細はホームベージをご覧ください 


